
第 14回  議会改革調査検討特別委員会 

令和元年 7月 2日(火) 

予算決算終了後 

時  分～  時  分 

第 4 委 員 会 室 

                    

【出席者】 西田委員長 牛尾副委員長 西川委員 村武委員 柳楽委員 小川委員  

野藤委員 笹田委員 布施委員 道下委員 田畑委員 澁谷委員  

【議長団・委員外議員】 

【事務局】 古森局長 篠原書記 新開書記 

 

 

議題 

  1 会派代表質問のあり方について 

資料 1 

参考資料 1 

参考資料 2 

 

 

  2 自由討議について 

資料 2 

参考資料 3 

 

 

 

  3 その他 
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代表質問
の有無

代表質問の形態 備考

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 □　市政一般に対する質問

■　議案質疑

□　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

□　議案質疑

■　予算・決算質疑 □　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 □　市政一般に対する質問

□　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

交渉会派各１名。予算議会のみ。（非交渉会派、会
派に属さない議員は総括質問の中で行う）

・交渉会派は４人以上の会派　　

交渉会派各1名。予算議会のみ。別途、一般質問を
設けており、議案に関する質疑も可能。

・交渉会派は４人以上の会派　　

予算議会（第１回）と決算議会（第３回）のみ代表質
疑を行う。第1回では予算議案を含む全ての上程議
案、第３回では決算議案のみが代表質疑の対象。

・交渉会派は４人以上の会派
・第２回～第４回は別途、議案質疑の場あり。

交渉会派各１名。
・交渉会派は３人以上の会派
・予算議会と決算議会以外の定例会では別途、
一般質問の場あり。

（代表質疑）予算議会のみ。交渉会派各１名。（非交
渉会派、会派に属さない議員は予算議案質疑の中
で行う）

・交渉会派は５人以上の会派
・予算議会以外の定例会では議案質疑と一般質
問のみ。

代表質問の対象

・交渉会派は３人以上の会派
・代表質問のみ行い、個人質問は行っていな
い。

交渉会派各１名、非交渉会派・会派に属さない議員
は年１回。

（代表質疑）交渉会派各１名。（非交渉会派・会派に
属さない議員は一般質問の中で行う）

・交渉会派は５人以上の会派　　

・交渉会派は５人以上の会派
・会派人数により、発言人数が異なる（例：５人以
上14人以下の会派は２人以内）

予算議会と決算議会のみ代表質問の場を設けてい
る。別途、議案質疑と一般質問の場がある。

○

○

○

○

○

○

○

相模原市

○

各政令市における代表質問の実施状況

新潟市

静岡市

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

川崎市

横浜市

○

交渉会派各１名。（非交渉会派、会派に属さない議
員は個人質疑で議案質疑を行う）

・交渉会派は３人以上の会派　　



□　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

□　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 □　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

■　予算・決算質疑 □　市政一般に対する質問

□　議案質疑

■　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

■　議案質疑

□　予算・決算質疑 ■　市政一般に対する質問

□　議案質疑

交渉会派、非交渉会派から各１名。（会派に属さな
い議員は行えない）

・交渉会派は４人以上の会派
・予算議会のみ代表質疑を行う

交渉会派各１名。（非交渉会派、会派に属さない議
員は行えない）

・交渉会派は４人以上の会派
・平成２７年度より代表質問を実施

（交渉）会派から各１名。（５人以上の会派、３～４人
の会派で持ち時間等に差を設けている。２人以下は
行えない）

２月・９月議会のみ代表質問を行うが、対象は予
算・決算に限らない

個人質疑を行っているが、実際は会派代表的な
形で行われている

交渉会派から各１名。（非交渉会派、会派に属さな
い議員は行えない）

・交渉会派は５人以上の会派
・予算議会のみ代表質問を行う

予算議会のみ代表質問を行う

交渉会派各1名。（非交渉会派、会派に属さない議
員は一般質問の中で行う）。議案質疑も事実上行う
ことができる。

・交渉会派は４人以上の会派
・決算議会のみ別途、本会議での総括質疑の場
を代表質問の前に設けている。

交渉会派各１名。（非交渉会派、会派に属さない議
員は行えない）

・交渉会派は５人以上の会派
・予算議会及び市長当選後初の議会のみ代表
質問を行う

人数制限は無く、会派持ち時間制。（交渉会派、非
交渉会派が行うことができるが、会派に属さない議
員は行えない）。（持ち時間に差異はある）

・２月議会のみ代表質疑を行っている。
・交渉会派は５人以上の会派
・非交渉会派は２～４人の会派

交渉会派各１名。（非交渉会派、会派に属さない議
員は行えない）

・交渉会派は５人以上の会派
・予算議会のみ代表質問を行う

会派人数に応じて質疑人数・時間が変わる。（非交
渉会派、会派に属さない議員も行うことができる）

○

○

○

○

○

○

×

○北九州市

福岡市

熊本市

京都市

大阪市

神戸市

岡山市

広島市

浜松市

名古屋市

○

○



参考資料 1 

仙 台 市 議 会 （ 平 成 31 年 第 1 回定 例 会 会議 録 抜 粋 ）  

◯ 二 十 五 番 （ 石 川 建 治 ） 社 民 党 仙 台 市 議 団 の 石 川 建 治 で ご ざ い ま す 。 会 派 を

代 表 し 、 今 議 会 に 提 案 さ れ ま し た 各 号 議 案 及 び 議 案 に 関 連 す る 事 項 に つ い て

質 疑 い た し ま す 。  

 初 め に 、 郡 市 長 に 今 年 度 の 総 括 に つ い て 伺 い ま す 。  

（ 省 略 ）  

 市 役 所 改 革 で は 、 現 場 主 義 、 創 例 主 義 を 掲 げ 、 果 敢 に 挑 戦 し て い ま す 。 ま

さ に 、 郡 市 長 が 掲 げ た 、 人 と ま ち が と も に 育 つ 仙 台 を 目 指 し て 取 り 組 ん で い

る 年 と 言 え る の で は な い で し ょ う か 。  

 社 民 党 仙 台 市 議 団 は 、 ま ち づ く り の 真 ん 中 に 市 民 を 置 き 、 市 民 と と も に ま

ち が 輝 い て い く と い う 方 向 を 了 と し て 、 郡 市 政 を 支 え て い る と 自 負 し て い ま

す 。  

 し か し 、 さ ま ざ ま な 問 題 な ど も 多 発 し た 一 年 で も あ り ま し た 。 ま こ と に 残

念 で 痛 惜 の 念 を 禁 じ 得 ま せ ん が 、 い じ め 防 止 条 例 の 策 定 が 最 終 盤 を 迎 え た 時

期 に 、 い じ め が 理 由 と 思 わ れ る 親 子 心 中 事 案 が 起 き ま し た 。 ま た 、 市 が 国 家

戦 略 特 区 を 活 用 し て 全 国 で 初 め て 都 市 公 園 内 に 整 備 し た 保 育 園 で 、 不 適 切 な

会 計 処 理 や パ ワ ハ ラ を 理 由 と し た 職 員 の 大 量 退 職 問 題 が 起 き た り 、 地 下 鉄 で

の ケ ー ブ ル 火 災 や 脱 線 事 故 な ど た び 重 な る ト ラ ブ ル 、 さ ら に は 職 員 に よ る 事

件 や 事 故 な ど も 相 次 い だ 年 で も あ り ま す 。  

 今 年 度 も 残 す と こ ろ 一 カ 月 半 と な り ま す が 、 今 年 度 を 振 り 返 っ て ど の よ う

な 総 括 を さ れ て い る の か 、 市 長 に 伺 い ま す 。  

（ 省 略 ）  

 一 点 目 は 、 条 例 の 制 定 理 由 に つ い て で す 。 条 例 は 、 い じ め 防 止 対 策 を 推 進

し 、 子 供 た ち の 学 び と 健 や か な 成 長 を 確 保 す る こ と と し て い ま す 。 市 長 は 、

こ の 条 例 に よ っ て い じ め 防 止 な ど の 実 効 性 を 担 保 で き た と 考 え て い る の か 伺

い ま す 。  

（ 省 略 ）  

 そ う し た 考 え か ら 我 が 会 派 は 、 い じ め は 人 権 侵 害 で あ り 、 学 校 に お け る 人

権 教 育 を 拡 充 す る よ う 求 め て き ま し た 。 し か し 、 条 例 で は 、 前 文 以 下 の 条 文

に 権 利 と い う 文 言 は な く 、 道 徳 教 育 の 充 実 に 収 れ ん さ れ て い ま す 。  

 い じ め と は 人 権 侵 害 な の か 、 道 徳 の 欠 如 な の か 、 改 め て 市 長 及 び 教 育 長 の

所 見 を 伺 い ま す 。  

（ 省 略 ）  

 御 清 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た 。（ 拍 手 ）  



参考資料 1 

横 浜 市 会 （ 平 成 3 0 年 第 1 回 定 例 会 会議 録 抜 粋 ）  

◆ （ 藤 崎 浩 太 郎 君 ）  民 進 党 の 藤 崎 浩 太 郎 で す 。 民 進 党 横 浜 市 会 議 員 団 を 代

表 し て 、 平 成 30 年 度 予 算 案 に 関 連 し 、 林 市 長 、 岡 田 教 育 長 に 順 次 質 問 を し

て ま い り ま す 。  

 今 回 の 予 算 案 は 、 林 市 長 ３ 期 目 最 初 の 予 算 案 で あ り 、 新 た な 中 期 ４ か 年 計

画 の １ 年 目 と な る 予 算 案 で す 。 こ れ か ら の ４ 年 間 に は 、 20 19 年 を ピ ー ク に

人 口 減 少 、 2020 年 に は 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 後 の 時 代 が 始 ま

る と い う 大 き な 転 換 点 を 迎 え ま す 。 さ ら に そ の 先 の ４ 年 後 に は 2025 年 を 迎

え 、 市 内 の 高 齢 者 人 口 が 約 97 万 人 に 達 し ま す 。 21 世 紀 は 都 市 の 時 代 と も 呼

ば れ る 中 で 、 転 換 期 の か じ 取 り を 行 い な が ら 、 横 浜 市 を 将 来 世 代 に し っ か り

と 引 き 継 い で い く こ と が 林 市 長 に は 求 め ら れ ま す 。  

（ 省 略 ）  

 そ こ で 、 新 し い 中 期 計 画 を 策 定 す る に 当 た り 、 20 25 年 問 題 を ど う 見 据 え

て い く の か を 伺 い ま す 。  

（ 省 略 ）  

  次 に 、 学 校 給 食 費 の 改 定 に つ い て 伺 い ま す 。  

 本 市 会 で は 、 食 材 価 格 の 高 騰 に 伴 う 学 校 給 食 費 の 改 定 に つ い て 議 論 さ れ て

お り ま す が 、 こ の 要 因 の 一 つ と し て 、 こ れ ま で 食 材 購 入 費 に 補 填 し て き た 学

校 給 食 費 調 整 基 金 が な く な る 見 通 し と い う 問 題 が あ り ま す 。 今 回 値 上 げ を し

た と し て も 、 さ ら に 食 材 価 格 が 高 騰 し た 場 合 、 こ の よ う な 役 割 を 持 つ 基 金 に

よ る 対 応 が で き な く な っ て し ま う わ け で す 。 果 た し て 基 金 が な く な っ た 状 況

で 、 横 浜 市 は ど う す る の か 心 配 な と こ ろ で す が 、 そ こ で 、 今 後 、 学 校 給 食 費

調 整 基 金 の 見 込 み に つ い て 教 育 長 に 伺 い ま す 。  

（ 省 略 ）  

 そ こ で 、 特 別 自 治 市 の 実 現 に 向 け た 今 後 の 取 り 組 み に つ い て 市 長 に 伺 い ま

す 。  

 特 別 自 治 市 の 実 現 に よ る メ リ ッ ト を 国 と も 共 有 し 、 法 制 化 へ の 道 筋 を つ け

ら れ る よ う 、 た ゆ ま ぬ 努 力 を 続 け 、 し っ か り と 取 り 組 み を 進 め て い た だ き た

い と 思 い ま す 。  

 数 多 く の 企 業 で 経 営 者 と し て 活 躍 さ れ 、 ３ 期 目 を 迎 え ら れ た 林 市 長 が 、

今 、 横 浜 市 の ト ッ プ で い ら っ し ゃ る か ら こ そ 語 れ る 横 浜 市 の ビ ジ ョ ン を ぜ ひ

各 方 面 に 発 信 し て い た だ き 、 し っ か り と 取 り 組 ん で い た だ く こ と を 期 待 い た

し ま し て 、 私 か ら の 質 問 を 終 わ り ま す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 （ 拍 手 ）  

 



参考資料 1 

神 戸 市 会 （ 平 成 3 1 年 第 1 回 定 例 市 会会 議 録 抜 粋 ）  

◯ 57 番 （ 守 屋 隆 司 君 ）  お は よ う ご ざ い ま す 。 平 成 3 1 年 第 １ 回 定 例 市 会 ，

私 は 自 由 民 主 党 神 戸 市 会 議 員 団 を 代 表 し て ， 平 成 3 1 年 度 当 初 予 算 並 び に 関

連 議 案 に つ い て ， 市 長 並 び に 関 係 当 局 に 質 問 い た し ま す 。  

（ 省 略 ）  

  ま ず ， １ 点 目 で あ り ま す 。 三 宮 再 整 備 に 係 る 事 業 費 に つ い て お 伺 い い た

し ま す 。  

 都 心 ・ 三 宮 の 再 整 備 に つ い て は ， 今 年 度 末 ま で に ， え き ～ ま ち 空 間 基 本 計

画 や ， 新 た な 中 ・ 長 距 離 バ ス タ ー ミ ナ ル の 整 備 に 向 け た 雲 井 通 ５ ・ ６ 丁 目 再

整 備 基 本 計 画 ， さ ら に は 中 央 区 総 合 庁 舎 整 備 基 本 計 画 に 加 え ， そ の ほ か に も

各 事 業 の 基 本 計 画 が 作 成 さ れ る 予 定 で す 。 来 年 度 予 算 案 は ， そ れ ら の 計 画 を

実 現 し て い く た め の 本 格 的 な 第 一 歩 と な る 大 事 な 年 と な っ て い ま す 。 今 後 ，

三 宮 再 整 備 を 着 実 に 進 め て い く た め に ， こ の タ イ ミ ン グ で 全 体 と し て ど の 程

度 の 事 業 費 が か か る の か を 示 し ， 市 民 の 広 範 囲 な 支 持 ， 理 解 を 得 る 必 要 が あ

る と 思 い ま す が ，い か が で し ょ う か 。全 体 事 業 費 に つ い て お 伺 い い た し ま す 。  

（ 省 略 ）  

 次 に ， 空 き 家 ・ 空 き 地 対 策 に つ い て お 伺 い を い た し ま す 。  

 神 戸 市 で は ， 空 家 特 措 法 の 施 行 を 受 け て ， 空 家 空 地 条 例 を 制 定 し て ， 老 朽

危 険 家 屋 ・ 空 き 家 に 加 え て ， 空 き 地 の 解 消 に 取 り 組 ん で い ま す 。 年 々 通 報 件

数 が ふ え る 中 ， 一 定 の 解 消 が 進 ん で い る と 評 価 を い た し ま す 。 来 年 度 予 算 に

は ， 老 朽 空 き 家 等 へ の 解 体 補 助 制 度 を 創 設 す る な ど ， 新 た な 対 策 が 講 じ ら れ

て い ま す が ， 体 制 の さ ら な る 強 化 や 民 間 活 力 の 導 入 の 検 討 を 含 め て ， さ ら に

踏 み 込 ん だ 対 策 は 必 要 で は な い で し ょ う か 。 空 き 家 ・ 空 き 地 の 全 体 数 か ら 見

て ， さ ら に ス ピ ー ド 感 を 持 っ て 解 消 に 努 め る 必 要 が あ る と 思 い ま す が ， 今 後

ど の よ う な 対 策 を 講 じ よ う と さ れ て い る の か ， 御 見 解 を お 伺 い い た し ま す 。  

 最 後 に ， 兵 庫 区 北 部 ， 中 央 区 も 含 め た ４ 小 学 校 統 合 に 至 る 経 緯 に つ い て ，

意 見 を 述 べ さ せ て い た だ き た い と 思 い ま す 。  

 （ 省 略 ）  

 こ れ で 質 問 を 終 わ り ま す 。  
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北 九 州 市 議 会 （ 平 成 3 1 年 3 月 定 例 会会 議 録 抜 粋 ）  

◆ 48 番（ 荒 川 徹 君 ） 皆 さ ん こ ん に ち は 。日 本 共 産 党 の 荒 川 徹 で ご ざ い ま す 。

足 元 の 悪 い 中 、 傍 聴 に お い で い た だ い た 皆 さ ん 、 そ し て 、 中 継 を ご ら ん の 皆

さ ん に も 御 挨 拶 を 申 し 上 げ ま す 。  

 今 議 会 は 、 １ 月 の 市 長 選 挙 後 初 の 定 例 会 と な り ま す 。 あ の 選 挙 で 争 点 と な

り ま し た 問 題 を 中 心 に 、 議 案 に つ い て 会 派 を 代 表 し て 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 省 略 ）  

 そ こ で 、 ま ず 新 た な 雇 用 創 出 の 取 り 組 み に つ い て 尋 ね ま す 。  

（ 省 略 ）  

あ ら ゆ る 方 策 を 駆 使 し て 正 規 雇 用 の 拡 大 を 図 る べ き で あ る と 思 い ま す が 、 市

長 の 見 解 を 尋 ね ま す 。  

 あ わ せ て 、 政 令 市 中 位 へ の 市 民 所 得 の 向 上 、 市 内 総 生 産 ４ 兆 円 の 実 現 の 目

標 達 成 に 向 け た 20 19 年 度 の 取 り 組 み と 見 通 し に つ い て 、 市 長 の 見 解 を 尋 ね

ま す 。  

（ 省 略 ）  

  次 に 、国 民 健 康 保 険 料 の 滞 納 に よ る 保 険 証 の 取 り 扱 い に つ い て 尋 ね ま す 。 

 保 険 料 滞 納 に よ り 保 険 証 が 発 行 し て も ら え ず 、 窓 口 負 担 が 10 割 と な れ ば 、

医 療 に か か れ ず 重 症 化 、 最 悪 の 場 合 は 命 を 失 う と い う 例 が 全 国 的 に 問 題 に な

っ て お り ま す 。  

（ 省 略 ）  

 そ こ で 、 こ の 通 知 に 基 づ く 本 市 の 対 応 の 現 状 に つ い て 答 弁 を 求 め ま す 。  

（ 省 略 ）  

 最 後 に 、 選 挙 費 に 関 連 し て ２ 点 尋 ね ま す 。  

 予 算 案 に は 、 福 岡 県 知 事 ・ 県 議 会 議 員 、 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 の 費 用 が 計 上

さ れ て お り ま す 。  

（ 省 略 ）  

そ こ で 、 第 １ に 住 民 合 意 の 形 成 に 向 け て 情 報 提 供 や 啓 発 活 動 な ど 、 計 画 的

な 取 り 組 み が 求 め ら れ て い ま す 。 見 解 を 尋 ね ま す 。  

 第 ２ に 、 選 挙 公 報 に つ い て 尋 ね ま す 。  

（ 省 略 ）  

 そ こ で 、 選 挙 公 報 の 作 成 、 配 布 に つ い て の 見 直 し は 、 必 要 な 法 改 正 を 選

挙 管 理 委 員 会 と し て 国 に 要 望 す る こ と 、 独 自 の 対 応 で 改 善 す る こ と を 検 討 す

る よ う 求 め 、 答 弁 を 求 め ま す 。  

 以 上 で 私 の 第 １ 質 疑 を 終 わ り ま す 。  







浜田市議会自由討議実施要領 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、浜田市議会基本条例(平成 23 年浜田市条例第 34 号)第

11 条に規定する自由討議の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

(自由討議の目的及び実施) 

第 2 条 自由討議は、問題点を浮き彫りにし、さまざまな観点から論点を整

理し、議員間及び委員間の理解を深めるとともに、議員の政策立案等に係

る議会としての説明責任を果たすことを目的とし、本会議、委員会、調査

会及び全員協議会において実施する。 

 (自由討議の議題) 

第 3 条 自由討議の議題は、本会議及び委員会にあっては議員又は市長が提

出する議案及び市民が提出する請願又は陳情とし、調査会及び全員協議会

にあっては自由討議に付すべき重要な課題とする。 

  （自由討議の開始） 

第 4 条 自由討議は、本会議においては議長の発議又は議員の動議により、

委員会又は調査会においては委員長の発議又は委員の動議により、全員協

議会においては議長の発議又は議員の発議により開始する。 

2  議員又は委員による動議及び発議は、2 人以上の賛成者（発議者を含む。）

を必要とする。 

3 前 2 項の場合において、自由討議を発議する場合は、当該自由討議の趣旨

及び目的を明確に示さなければならない。 

4 本会議及び委員会における自由討議は、質疑後・討論前に行うものとし、

自由討議後の質疑は行わないものとする。ただし、議長又は委員長が必要

と認める場合は、この限りでない。 

5 調査会及び全員協議会における自由討議は、市長その他の執行機関から

の報告事項後に行なうものとする。 

(発言者等) 

第 5 条 発言者は、議長及び委員長が指名するものとする。 

2  発言者は、自らの意見や考えを積極的かつ丁寧に述べるとともに他の議

員又は委員の意見に対しても真摯に耳を傾け、討議を尽くして論点を明確

にし、最適な結論を導き出すよう努めるものとする。 

3  市長その他の執行機関及びその職員は、発言に加わらないものとする。

ただし、議長又は委員長から発言を求められた場合及び議長又は委員長か
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ら許可を得た場合は、この限りでない。 

(自由討議時間等) 

第 6 条 自由討議は簡潔に行なうこととし、議長、委員長は必要があると認

めたときは時間や回数等に制限等を加えることができる。 

   (記録及び会議の公開) 

第 7 条 自由討議の記録及び会議の公開については、本会議又は委員会、調

査会、全員協議会の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じる。 

（その他） 

第 8 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。  

附 則 

この要領は、平成  年  月  日から施行する。 








